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章
罰
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十
二
条
’
第
二
十
六
条
）

附
則
附
則

第
一
章
総
則
第
一
章
総
則

（
目
的
）
（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
国
際
情
勢
の
複
雑
化
に
伴
い
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
第
一
条
こ
の
法
律
は
、
国
際
情
勢
の
複
雑
化
に
伴
い
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確

保
に
係
る
情
報
の
重
要
性
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
保
に
係
る
情
報
の
重
要
性
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

社
会
の
発
展
に
伴
い
そ
の
漏
え
い
の
危
険
性
が
懸
念
さ
れ
る
中
で
、
我
が
国
ｎ
劃
封
社
会
の
発
展
に
伴
い
そ
の
漏
え
い
の
危
険
性
が
懸
念
さ
れ
る
中
で
、
我
が
国
の
安
全

晶
画
画
一
研
一
Ｉ
Ｉ
ｑ
Ｉ
Ｉ
１
ｑ
・
０
回

保
障
（
我
洞
国
刎
葎
制
嗣
鬮
風
洞
副
州
部
湖
劇
刎
侵
略
零
に
対
し
て
国
家
及
び
国
民
の
保
障
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、

詞
到
剖
倒
園
詞
る
こ
と
識
州
引
１
以
洞
同
じ
。
訓
ぱ
関
す
る
情
報
の
う
ち
特
に
秘
匿
こ
れ
を
適
確
に
保
護
す
る
体
制
を
確
立
し
た
上
で
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
活
用
す

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
適
確
に
保
護
す
る
体
制
を
確
立
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
情
報
の
保
護
に
関
し
、
特
定
秘
密
の
指

し
た
上
で
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
定
及
び
取
扱
者
の
制
限
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
漏
え

当
該
情
報
の
保
護
に
関
し
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
取
扱
者
の
制
限
そ
の
他
の
必
要
い
の
防
止
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目

な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
漏
え
い
の
防
止
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
及
的
と
す
る
。

び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

Ｉ
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Ｉ
Ｉ
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１

４
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
国
民
に
説
明
す
る

（
特
定
秘
密
の
指
定
）

第
三
条
行
政
機
関
の
長
（
当
該
行
政
機
関
が
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
行
政
機
関
を
い
い
、
前
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
機
関
（
合

議
制
の
機
関
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
機
関
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
者
を
い

う
。
第
十
一
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
行
政
機
関
の
所
掌
事
務

に
係
る
別
表
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
な
っ
て
い
な
い
も
の

の
う
ち
、
そ
の
漏
え
い
が
我
が
国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が

あ
る
た
め
、
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
（
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定

等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
一
条
第
三
項
に

規
定
す
る
特
別
防
衛
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
特
定
秘
密
と
し
て
指
定

の
意
見
を
聴
い
て
政
令
で
定
め
る
行
政
機
関
の
長
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

Ｉ
い
。

２
，
３
（
略
）

（
指
定
の
有
効
期
間
及
び
解
除
）

第
四
条
行
政
機
関
の
長
は
、
指
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
指
定
の
日
か
ら
起
算
し
て

五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
有
効
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
行
政
機
関
の
長
は
、
指
定
の
有
効
期
間
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
有
効

期
間
を
含
む
。
）
が
満
了
す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
指
定
を
し
た
情
報
が
前
条
第
一

項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
五
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
有
効
期
間
を
延
長
す
る
も
の
と
す
る
。

３
指
定
の
有
効
期
間
は
、
通
じ
て
三
十
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

、
当
該
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
指
定
に
係
る
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
し
必
要
な
も

ｌ
ｌ

ｌ

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
内
閣
に
当
該
特
定
秘
密
を
提
供
ま

責
務
を
全
う
す
る
観
点
に
立
っ
て
も
、
な
お
当
該
指
定
に
係
る
情
報
を
公
に
し
捌
剛
山

１
１

関
が
会
計
検
査
院
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
行
政
機
関
の
長
は
、
通
じ
て
三
十

す
る
も
の
と
す
る
。

’
１
－
１

１

年
を
超
え
て
指
定
の
有
効
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
示
し
で
１
肉
開
園
の
承
認
超
得
た
場
合
（
行
政
機

こ
と
が
現
に
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の
で

た
だ
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
第
干
川
条
第
二
項
に
規
竃
顎
識
濁

（
特
定
秘
密
の
指
定
）

第
三
条
行
政
機
関
の
長
（
当
該
行
政
機
関
が
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
行
政
機
関
を
い
い
、
前
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
機
関
（
合

議
制
の
機
関
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
機
関
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
者
を
い

う
。
第
十
一
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
行
政
機
関
の
所
掌
事
務

に
係
る
別
表
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
な
っ
て
い
な
い
も
の

の
う
ち
、
そ
の
漏
え
い
が
我
が
国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が

あ
る
た
め
、
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
（
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定

等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
一
条
第
三
項
に

規
定
す
る
特
別
防
衛
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
特
定
秘
密
と
し
て
指
定

す
る
も
の
と
す
る
。

２
，
３
（
略
）

（
指
定
の
有
効
期
間
及
び
解
除
）

第
四
条
行
政
機
関
の
長
は
、
指
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
指
定
の
日
か
ら
起
算
し
て

五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
有
効
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
行
政
機
関
の
長
は
、
指
定
の
有
効
期
間
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
有
効

期
間
を
含
む
。
）
が
満
了
す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
指
定
を
し
た
情
報
が
前
条
第
一

項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
五
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
有
効
期
間
を
延
長
す
る
も
の
と
す
る
。

３
行
政
機
関
（
会
計
検
査
院
を
除
く
。
）
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
有

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
指
定

効
期
間
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
延
長
後
の
指
定
の
有
効
期
間

を
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
内
閣
の
承
認
を
得

報
を
公
に
し
な
い
こ
と
が
現
に
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
や
む

国
民
に
説
明
す
る
責
務
を
全
う
す
る
観
点
に
立
っ
て
も
、
な
お
当
該
指
定
に
係
る
情

が
通
じ
て
三
十
年
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
政
府
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を

に
係
る
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
し
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ’

－1－
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き
、
指
定
の
有
効
期
間
は
、
通
じ
て
六
十
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

等
に
移
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
行
政
機
関
の
長
は
、
指
定
を
し
た
情
報
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く

に
至
っ
た
と
き
は
、
有
効
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

速
や
か
に
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
公
益
上
の
必
要
に
よ
る
特
定
秘
密
の
提
供
）

’
’

第
十
条
第
四
条
第
四
項
後
段
、
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
第
四
項
後
段

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
特
定

５
前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
内
閣
の
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
精

報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
（
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル

等
を
い
引
到
以
下
こ
の
項
に
潟
耐
司
同
固
。
）
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
長
は
、

同
法
第
八
条
第
一
項
の
槻
淀
に
い
い
脆
旧
げ
い
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
保
存

剃
制
馴
澗
了
と
と
も
掴
１
．
制
劃
同
演
第
．
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
公
文
書
館

四
情
報
源
に
関
す
る
情
報

別
Ｉ
倒
剴
剖

六
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
か
ら
六
十
年
を
超
え
て
秘
密
の
指
定
を
行
う
こ
と

１
１

る
こ
と
が
で
き
司
割
１
超
泡
ｕ
１
釧
掘
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除

’
’

七
前
各
号
に
掲
げ
る
情
報
に
準
ず
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
重
要
な
情
報

三秘
密
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

一
特
定
秘
密
の
提
供
を
受
け
る
者
が
次
に
掲
げ
る
業
務
又
は
公
益
上
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
業
務
に
お
い
て
当
該
特
定
秘
密
を
利
用
す

る
場
合
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該

二
現
に
行
わ
れ
て
い
る
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
交
渉
に
不
利
益
を
及

ｈ

「
武
器
、
弾
薬
剛
Ｉ
航
空
機
ぞ
の
他
の
防
衛
の
用
に
供
す
る
物

’
ぼ
箭
お
ろ
れ
の
あ
る
情
報

を
条
件
に
提
供
さ
れ
た
情
報

情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力

■
■
■
■
■
ｐ
』

Ｉ
皿
」

４
行
政
機
関
の
長
は
、
指
定
を
し
た
情
報
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く

に
至
っ
た
と
き
は
、
有
効
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

速
や
か
に
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
公
益
上
の
必
要
に
よ
る
特
定
秘
密
の
提
供
）

第
十
条
第
四
条
第
三
項
後
段
及
び
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

、
行
政
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
特
定
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
特
定
秘
密
の
提
供
を
受
け
る
者
が
次
に
掲
げ
る
業
務
又
は
公
益
上
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
業
務
に
お
い
て
当
該
特
定
秘
密
を
利
用
す

る
場
合
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該

た
上
で
、
内
閣
に
当
該
特
定
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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特
定
秘
密
を
利
用
し
、
又
は
知
る
者
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
、
当
該
業
務
以
外

に
当
該
特
定
秘
密
が
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
特
定
秘
密

を
利
用
し
、
又
は
知
る
者
が
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
我
が
国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
と
き
。

イ
各
議
院
又
は
各
議
院
の
委
員
会
若
し
く
は
参
議
院
の
調
査
会
が
国
会
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
百
四
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
四
条
の
四

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣

誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
審
査
又
は
調
査
で
あ
っ
て
、
国
会
法
第
五
十
二
条
第

二
項
（
同
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
開
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
も
の

口
刑
事
事
件
の
捜
査
又
は
公
訴
の
維
持
で
あ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
第
一
項
（
同
条
第
三
項

及
び
同
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
に
提
示
す
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
捜
査
又
は
公

訴
の
維
持
に
必
要
な
業
務
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
に
当
該
特
定
秘
密
を
提
供

す
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
百
二
十
三
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
裁
判
所
に
提
示
す
る
場
合

三
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
提
示
す
る

場
合

四
会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
九
条
の
四
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
第
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
検
査
院
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
提
示
す

る
場
合

２
警
察
本
部
長
は
、
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
警
察
庁
に
提
供

す
る
場
合
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
警
察
本
部
長
が
提
供
し
よ

う
と
す
る
特
定
秘
密
が
同
号
ロ
に
掲
げ
る
業
務
に
お
い
て
利
用
す
る
も
の
と
し
て
提

特
定
秘
密
を
利
用
し
、
又
は
知
る
者
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
、
当
該
業
務
以
外

に
当
該
特
定
秘
密
が
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
特
定
秘
密

を
利
用
し
、
又
は
知
る
者
が
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
我
が
国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
と
き
。

イ
各
議
院
又
は
各
議
院
の
委
員
会
若
し
く
は
参
議
院
の
調
査
会
が
国
会
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
百
四
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
四
条
の
四

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣

誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
審
査
又
は
調
査
で
あ
っ
て
、
国
会
法
第
五
十
二
条
第

二
項
（
同
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
開
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
も
の

ｐ
刑
事
事
件
の
捜
査
又
は
公
訴
の
維
持
で
あ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
第
一
項
（
同
条
第
三
項

及
び
同
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
に
提
示
す
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
捜
査
又
は
公

訴
の
維
持
に
必
要
な
業
務
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
に
当
該
特
定
秘
密
を
提
供

す
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
百
二
十
三
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
裁
判
所
に
提
示
す
る
場
合

三
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
提
示
す
る

場
合

四
会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
九
条
の
四
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
第
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
検
査
院
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
提
示
す

る
場
合

２
警
察
本
部
長
は
、
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
警
察
庁
に
提
供

す
る
場
合
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
警
察
本
部
長
が
提
供
し
よ

う
と
す
る
特
定
秘
密
が
同
号
ロ
に
掲
げ
る
業
務
に
お
い
て
利
用
す
る
も
の
と
し
て
提
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供
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
我
が

国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て

、
警
察
庁
長
官
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
又

は
都
道
府
県
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
請
求
す
る
住
民
等
の
権
利
に
つ
い
て
定
め

る
当
該
都
道
府
県
の
条
例
（
当
該
条
例
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
応
じ
て
審
議
を
行
う

都
道
府
県
の
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
定
め
る
都
道
府
県
の
条
例
を
含
む
。
）
の
規
定

で
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る

も
の
に
よ
り
当
該
機
関
に
提
示
す
る
場
合
に
限
り
、
特
定
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
適
合
事
業
者
は
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
行
政
機
関
に
提

供
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
号
に
規
定
す
る
我
が
国

の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、

当
該
適
合
事
業
者
が
提
供
し
よ
う
と
す
る
特
定
秘
密
に
つ
い
て
指
定
を
し
た
行
政
機

関
の
長
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲

げ
る
場
合
に
限
り
、
特
定
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章
雑
則

（
特
定
秘
密
の
指
定
等
の
運
用
基
準
等
）

第
十
八
条
政
府
は
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
に

関
し
、
統
一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
制
制
劉
綱
劉
対
副
ぱ
、
前
項
の
基
準
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
我
が
国
の
安
全
保
障
に
関
す
る
情
報
の
保
護
、
行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
情

報
の
公
開
、
公
文
書
等
の
管
理
等
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
意
見
を
職
Ⅷ

３
内
閣
総
理
大
臣
は
、
毎
甲
測
箒
一
項
の
基
準
に
基
づ
く
特
詣
秘
密
の
指
定
及
び
そ

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
隊
昨
牌
喉
’

１

４
内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施

閣
を
代
表
し
て
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
ず
る
唇
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

た
上
で
ゞ
そ
の
案
を
作
成
脳
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
状
況
に
関
し
、
そ
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
、
第
一
項
の
基
準
に
基
づ
い
て
、

の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
の
状
況
を
前
項
に
規
定
す
る
者
に
報
告
１
－
、
そ
、 伊

出
■
■
■

内

供
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
我
が

国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て

、
警
察
庁
長
官
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
又

は
都
道
府
県
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
請
求
す
る
住
民
等
の
権
利
に
つ
い
て
定
め

る
当
該
都
道
府
県
の
条
例
（
当
該
条
例
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
応
じ
て
審
議
を
行
う

都
道
府
県
の
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
定
め
る
都
道
府
県
の
条
例
を
含
む
。
）
の
規
定

で
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る

も
の
に
よ
り
当
該
機
関
に
提
示
す
る
場
合
に
限
り
、
特
定
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
適
合
事
業
者
は
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
行
政
機
関
に
提

供
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
号
に
規
定
す
る
我
が
国

の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、

当
該
適
合
事
業
者
が
提
供
し
よ
う
と
す
る
特
定
秘
密
に
つ
い
て
指
定
を
し
た
行
政
機

関
の
長
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲

げ
る
場
合
に
限
り
、
特
定
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章
雑
則

（
特
定
秘
密
の
指
定
等
の
運
用
基
準
）

第
十
八
条
政
府
は
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
に

関
し
、
統
一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
政
府
は
、
前
項
の
基
準
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
我

が
国
の
安
全
保
障
に
関
す
る
情
報
の
保
護
、
行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開

口
な
ら
な
い
。

、
公
文
書
等
の
管
理
等
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば口
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第
二
十
二
条
こ
の
法
律
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
拡
張
し
て
解
釈
し
て
、
国

民
の
基
本
的
人
権
を
不
当
に
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
国
民
の

知
る
権
利
の
保
障
に
資
す
る
報
道
又
は
取
材
の
自
由
に
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
出
版
又
は
報
道
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
取
材
行
為
に
つ
い
て
は
、
専
ら
公
益
を

図
る
目
的
を
有
し
、
か
つ
、
法
令
違
反
又
は
著
し
く
不
当
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
認

め
ら
れ
な
い
限
り
は
、
こ
れ
を
正
当
な
業
務
に
よ
る
行
為
と
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続

そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
こ
の
法
律
の
解
釈
適
用
）

に
、
公
表
す
る
も
刀
と
す
る
急

（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
）

第
二
十
条
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
特
定
秘
密
の
指
定
、
適
性
評
価
の
実
施
そ
の
他

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
措
置
に
関
し
、
我
が
国
の
安
全
保

障
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
漏
え
い
を
防

止
す
る
た
め
、
相
互
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

て
改
善
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
し
｜
が
で
き
る
“

（
国
全
く
の
報
告
等
）

第
十
九
条
政
府
は
、
毎
年
、
前
桑
謂
ヨ
項
剛
意
見
認
柿
し
て
、
特
定
秘
密
の
指
定
及

｜
臣
は

、

１
１

１

行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
特
定
秘
密
君
麺
蔵
情
報
憩
雪
油
資
料
の
提
出
及
び
説
明
を

従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

求
め
、
並
び
に
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
に
つ
い

び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
力
伏
況
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
十
る
し
一
し
》
も

特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
が
当
該
基
準
に

0 1
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０
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ｌ
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Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１

0

（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
）

第
十
九
条
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
特
定
秘
密
の
指
定
、
適
性
評
価
の
実
施
そ
の
他

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
措
置
に
関
し
、
我
が
国
の
安
全
保

障
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
漏
え
い
を
防

止
す
る
た
め
、
相
互
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

｜

I

第
二
十
一
条
こ
の
法
律
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
拡
張
し
て
解
釈
し
て
、
国

民
の
基
本
的
人
権
を
不
当
に
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
国
民
の

知
る
権
利
の
保
障
に
資
す
る
報
道
又
は
取
材
の
自
由
に
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
出
版
又
は
報
道
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
取
材
行
為
に
つ
い
て
は
、
専
ら
公
益
を

図
る
目
的
を
有
し
、
か
つ
、
法
令
違
反
又
は
著
し
く
不
当
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
認

め
ら
れ
な
い
限
り
は
、
こ
れ
を
正
当
な
業
務
に
よ
る
行
為
と
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ

の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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ｌ
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ｌ
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（
こ
の
法
律
の
解
釈
適
用
）
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第
七
章
罰
則

第
二
十
三
条
特
定
秘
密
の
取
扱
い
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
業
務
に
よ
り
知
得

し
た
特
定
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
又
は
情
状
に
よ

り
十
年
以
下
の
懲
役
及
び
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
特
定
秘
密
の
取
扱
い
の

業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

■

■

■

■

■

■

■

■

且

■

■

■

■

■

■

■

■

Ⅱ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

鐵
ゴ
刊
剛
副
詞
外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
恭
正
の
利
益
茜
図
馴
斗
‐
又
は
我
が
国
の
一
第
二
十
三
条
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8

0

1

1

1

1

1

0

1

0

２
第
四
条
第
四
項
後
段
、
第
九
条
、
第
十
条
又
は
第
十
八
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
提
供
さ
れ
た
特
定
秘
密
に
つ
い
て
、
当
該
提
供
の
目
的
で
あ
る
業
務
に
よ
り
当

該
特
定
秘
密
を
知
得
し
た
者
が
こ
れ
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処

し
、
又
は
情
状
に
よ
り
五
年
以
下
の
懲
役
及
び
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

同
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
特
定
秘
密
に
つ
い

て
、
当
該
特
定
秘
密
の
提
示
を
受
け
た
者
が
こ
れ
を
漏
ら
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

３
・
前
二
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

４
過
失
に
よ
り
第
一
項
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
禁
銅
又
は
五
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

５
過
失
に
よ
り
第
二
項
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
禁
銅
又
は
三
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

人
を
欺
き
、
人
に
暴
行
を
加
え
、
若
し
く
は
人
を
脅
迫
す
る
行
為
に
よ
り
、
又
は
財
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不

物
の
窃
取
若
し
く
は
損
壊
、
施
設
へ
の
侵
入
、
有
線
電
気
通
信
の
傍
受
、
不
正
ア
ク
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
う
。
）
そ
の
他
の
特
定
秘
密

百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
そ
の
秘
密
を
取
得
し
た
者
は
、
＋

他
の
特
定
秘
密
を
保
有
す
る
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
に
よ
り
、
特
定
秘
密
を
取
得
の
懲
役
及
び
千
万
円
以
下
の

し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
又
は
情
状
に
よ
り
十
年
以
下
の
懲
役
及
び

千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。
２
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰

３
前
二
項
の
規
定
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
３
前
二
項
の
規
定
は
、
刑
法

適
用
を
妨
げ
な
い
。
適
用
を
妨
げ
な
い
。

二
十
四
条
外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
興
又
は
我
が
国
哩
第
二
十
三
条
人
を
欺
き
、
人

安
全
若
し
く
ぱ
国
民
の
坐
命
若
し
く
ば
身
体
詔
書
ず
べ
き
用
途
に
供
ず
る
目
的
で
、
一
り
、
又
は
財
物
の
窃
取
若
し
く

I
第
二
十
二
条

業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
第
四
条
第
三
項
後
段
、
第
九
条
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
特
定
秘

密
に
つ
い
て
、
当
該
提
供
の
目
的
で
あ
る
業
務
に
よ
り
当
該
特
定
秘
密
を
知
得
し
た

者
が
こ
れ
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
又
は
情
状
に
よ
り
五

年
以
下
の
懲
役
及
び
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
同
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に

規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
特
定
秘
密
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
秘
密
の
提

示
を
受
け
た
者
が
こ
れ
を
漏
ら
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３
前
二
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

４
過
失
に
よ
り
第
一
項
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
禁
銅
又
は
五
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

５
過
失
に
よ
り
第
二
項
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
禁
鋼
又
は
三
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

し
た
特
定
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、

り
十
年
以
下
の
懲
役
及
び
千

第
七
章
罰
則

特
定
秘
密
の
取
扱
い
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
業
務
に
よ
り
知
得

密
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
又
は
情
状
に
よ

の
懲
役
及
び
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
特
定
秘
密
の
取
扱
い
の

に
暴
行
を
加
え
、
若
し
く
は
人
を
脅
迫
す
る
行
為
に
よ

く
は
損
壊
、
施
設
へ
の
侵
入
、
有
線
電
気
通
信
の
傍
受

正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い

を
保
有
す
る
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
に
よ
り
、
特
定

年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
又
は
情
状
に
よ
り
十
年
以
下

罰
金
に
処
す
る
。

す
る
。

（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
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第
二
十
五
条
第
二
十
三
操
篤
一

謀
し
、
教
唆
し
、
又
は
煽
動

’
第
二
十
七
条
第
二
十
三
条

も
適
用
す
る
。

第
二
十
六
条

●
Ｂ
マ
ニ
ｒ
○
・
日
Ｕ
凸
■
ｑ
９
９
－
■
８
国
■
９
０
９
凸
■
▼
画
■
■
マ
凸
已
ｖ
ロ
■
■
▲
■
９
凸
８
口
０
８
０
■
《
■
・
一
口
。
。
■
■
８
■
凸
■
●
．
■
ロ
マ
ー
■
■
０
９
■
■
日
出
画
■
・
０
９
《
■
８
－
■
■
曲
■
ロ
■
■
ロ
凸
■
Ｕ
』
■
■
国
■
■
“
■
ｑ
■
■
寺
０
■
曲
画
■
守
凸
■
■
』
■
ｑ
■
日
ロ
ョ
■
■
凸
画
■
ロ

一
■
Ｕ
、
■
９
口
▲
Ｔ
Ｖ
■
■
Ｕ
阜
廿
Ｐ
Ｂ
Ｂ
』
Ｐ
、
■
■
■
ロ
０
《
■
ｐ
■
■
一
■
Ｆ
Ｏ
Ｄ
■
一
■
■
■
■
一
■
ｐ
■
■
一
・
■
■
・
■
■
■
■
・
』
■
■
・
■
■
・
■
■
《
■
巳
、
■
』
■
■
■
■
■
●
。
』
■
■
・
■
■
』
■
、
。
■
ロ
ー
■
■
■
■
■
』
■
Ｔ
』
■
９
．
■
■
』
■
■
《
■
■
０
■
守
一
■
■
・
■
日
日
■
・
■
■

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
検
討
）

第
九
条
政
府
は
、
行
政
機
関
の
長
に
よ
る
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
に
関
す

２
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
罪
は
、
刑
法
第
二
条
の
例
に
従
う
。

２
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
罪
は
、
刑
法
第
二
条
の
例
に
従
う
。

附
則

（
施
行
後
五
竿
毒
経
過
ｕ
だ
剛
の
尋
「
日
以
後
の
行
政
機
関
）
‐

８
ｍ
祁
叩
叩
‐
，
‐
，
１
，
１
０
６
０
Ｈ
１
Ⅱ
Ｆ
Ｐ
９
Ｉ
０
０
Ｌ
Ⅱ
ｌ
■
Ｉ
０
Ｉ
Ｂ
Ｉ
ｂ
０
１
Ｊ
Ｉ
ｌ
■
・
１
０
‐
Ｉ
‐
’

第
八
条
↑
云
法
霞
画
施
侭
の
剛
洲
劇
起
算
ｕ
両
田
開
陶
臘
悩
じ
だ
剛
の
翌
日
以
後
に

お
け
る
第
ｉ
条
の
規
定
の
適
矧
掴
づ
耐
河
閣
ｊ
回
謂
荊
斗
掲
嗣
副
機
関
」
と
鐡
融
画

は
、
「
掲
げ
る
機
関
（
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
同
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
定
秘
密
（
附
則

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
斌
特
竃
秘
密
ど
し
て
指
定
謝
ｕ
洵
肩
報
劉
謝
輯
劃

は
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
の
遂
行
を
共
謀
し
た
も
の
が
自
首
し
た
と

は
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
の
遂
行
を
共
謀
し
た
も
の
が
自

き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
。

き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
。

２
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
の
遂
行
を
共
謀
し
、
教
唆
し
、
又
は
煽
動
－
２
し
蠅
維
吐
一
繁
輔
に
獺
永
鮒
雌
吋
岻
州
猟
初
遂
行
を
共
謀
し
、
教
唆
し
、

Ｉ
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

」
と
い
う
。
）
を
保
有
し
た
こ
と
が
な
い
機
関
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
そ
の

請
求
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
の
意
見
を
聴

い
て
、
同
日
以
後
特
定
秘
密
を
保
有
す
る
必
要
が
新
た
に
生
じ
た
機
関
と
し
て
政
令

れ
る
場
合
に
お
け
る
防
衛
秘
密
を
含
む
９
以
謂
ご
の
条
胸
洞
州
で
単
に
「
特
定
秘
密

又
は
前
条
の
罪
を
犯
し
た
者
の
う
ち
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く

口第
二
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
二
項
の
罪
を
犯
し
た
者
一
第
二
十
五
条
第
二
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一

一
十
三
条
の
罪
は
、

十
三
薑
一
項
又
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
の
遂
行
を
共
一
謹
叶
鍜
唆
喧
駐
鱗
濯
鵡
蕊
羅
難
聴
霊

又
は
煽
動
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
を
犯
し
た
者
に
一
蝋
に
耐
朏
牒
る
聯
二
十
二
条
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
を
犯

I

口1
又
は
前
条
の
罪
を
犯
し
た
者
の
う
ち
第
二
十
二
条
第
一

I

条
第
二
項
の
罪
を

項
若
し
く
は
第
二

・
Ｏ
１
０
ａ
Ｉ
ｌ
ｑ
▲
■
Ｉ
ａ
７
－
■
｝
■
Ｆ
Ｕ
ｊ

１
１
１
１
１
１
１
１
ｌ

し
た
者
に

Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
Ｉ

遂
行
を
共

１
１
１
１
０
１
１
１
１

Ⅱ
０
４
０
９
０
９
０
１
１
８
△
Ｉ
■
日
日
■
Ｉ

犯
し
た
者

項
若
し
く

首
し
た
と

又
は
煽
動
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別
表
（
第
三
条
、
第
五
条
’
第
九
条
関
係
）

二
外
交
に
関
す
る
事
項

イ
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
交
渉
又
は
協
力
の
方
針
又
は
内
容
の
う
ち

、
国
民
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
、
領
域
の
保
全
そ
の
他
の
安
全
保
障
に
関
す

る
重
要
な
も
の

ロ
安
全
保
障
の
た
め
に
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
の
輸
出
若
し
く
は
輸
入
の
禁

止
そ
の
他
の
措
置
又
は
そ
の
方
針
（
第
一
号
イ
若
し
く
は
二
、
第
三
号
イ
又
は

第
四
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
国
会
に
対
す
る
特
竜
秘
密
鋤
提
隣
及
び
国
会
に
お
け
る
そ
の
保
護
措
置
の
在
ｈ

ｉ
方
）

第
十
条
国
会
に
対
余
裁
特
宅
秘
密
の
提
撰
握
‐
づ
い
ぎ
ぱ
１
政
府
は
、
国
会
が
国
権
の

’
一
つ
口

会
法
墾
制
潮
頂
押
に
の
っ
と
り
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
運
用
す
る
も
の
と
し
、
特
定
秘

１
１

る
基
準
等
が
真
に
安
全
保
障
掴
資
訴
る
制
の
ざ
あ
る
が
を
独
立
し
た
公
正
な
立
場
に

お
い
て
検
証
し
、
及
び
監
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
新
た
な
機
関
の
設
置
そ
の
他
の
特

密
の
提
供
を
受
け
た
国
会
に
お
け
る
固
幽
陥
調
尉
飼
馴
馴
旬
が
讃
に
つ
い
て
は
、
国
会

最
高
磯
関
矧
謝
り
観
議
院
洲
署
圃
割
舅
函
迩
剛
仙
の
手
続
及
び
内
部
の
規
律
に
関
す
る

定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
の
適
正
な
確
保
の
た
め
に
必
要
な
方
策
に
つ
い
て
検

規
則
を
定
め
る
権
能
を
有
す
る
こ
と
を
定
め
る
日
本
国
懇
法
及
び
ヨ
れ
に
蕊
づ
，
、
国

討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
”

に
お
い
で
１
撹
討
を
加
え
、
そ
の
摘
果
掴
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
識
ず
る
も
価
し
詔

の
国
際
約
束
に
基
づ
き
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
な
情
報
（
第
一
号
ロ
、
第
三
号

ロ
又
は
第
四
号
口
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ
ハ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力

ホ
外
務
省
本
省
と
在
外
公
館
と
の
間
の
通
信
そ
の
他
の
外
交
の
用
に
供
す
る
暗

号

ノ､

安
全
保
障
に
関
し
収
集
し
た
国
匡
鉄
生
命
及
び
身
体
グ
保
護
、
領
域
侮
保
全

苦
Ｉ
｜
〃
竺
国
際
社
宇
和
、
平
和
し
曇
謨
謬
↑
関
す
る
重
要
な
情
報
で
懐
条
約
そ
の
他

ユ
ー
▲
Ｉ
■
Ｔ
ユ
ー
▲
▼
自
守
０
Ⅱ
▲
▼
▲
■
▲
Ｉ
■
甲
▲
ご
▲
Ｉ
由
守
▲
▼
▲
▼
４
▼
▲
▼
８
■
０
Ⅱ
▲
▼
由
■
守
上
丁
▲
ご
Ｏ
Ｂ
Ｏ
▲
甲
０
０
匹
■
甲
阜
■
０
●
巳
■
ｂ
■
Ｕ
▲
９
６
１
１
匹
■
甲
・
■
８
１
９
・
■
９
・
■
Ｕ
▲
■
０
０
０
９
日
■
９
凸
■
８
■
■
９
匹
■
９
匹
■
Ｕ
▲
■
１
０
７
匹
■
Ｕ
▲
Ⅱ
？
▲
■
Ｕ
■
■
ワ
且

二
外
交
に
関
す
る
事
項

イ
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
交
渉
又
は
協
力
の
方
針
又
は
内
容
の
う
ち

、
国
民
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
、
領
域
の
保
全
そ
の
他
の
安
全
保
障
に
関
す

る
重
要
な
も
の

ロ
安
全
保
障
の
た
め
に
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
の
輸
出
若
し
く
は
輸
入
の
禁

止
そ
の
他
の
措
置
又
は
そ
の
方
針
（
第
一
号
イ
若
し
く
は
二
、
第
三
号
イ
又
は

第
四
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ
安
全
保
障
に
関
し
収
集
し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
に
基
づ
き
保
護
す
る

こ
と
が
必
要
な
情
報
そ
の
他
の
重
要
な
情
報
（
第
一
号
ロ
、
第
三
号
ロ
又
は
第

四
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ
ハ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力

ホ
外
務
省
本
省
と
在
外
公
館
と
の
間
の
通
信
そ
の
他
の
外
交
の
用
に
供
す
る
暗

号
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。
■
■
《
■
■
■
。
。
■
■
》
《
■
■
』
■
、
、
■
■
■
■
■
一
■
■
■
■
、
《
■
ｑ
一
■
■
一
■
■
』
■
■
一
■
■
■
一
■
一
■
■
一
■
■
二
■
■
凸
■
■
０
９
・
Ｂ
９
８
ｑ
■
■
ｑ
二
■
Ｇ
１
■
Ｕ
▲
■
Ｔ
●
■
》
▲
■
。
●
●
宮
公
■
早
△
ｅ
ｅ
９
ｑ
Ｇ
４
△
Ｔ
Ｕ
６
日
邑
Ⅱ
。
。
■
■
▲
Ｊ
甲
《
■
●
▲
■
■
《
ｒ
●
』
■
■
一
■

三
特
定
有
害
活
動
の
防
止
に
関
す
る
事
項
三
特
定
有
害
活
動
の
防
止
に
関
す
る
事
項

イ
特
定
有
害
活
動
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
（
以
下
こ
の
号
イ
特
定
有
害
活
動
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
特
定
有
害
活
動
の
防
止
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
措
置
又
は
こ
れ
に
お
い
て
「
特
定
有
害
活
動
の
防
止
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
措
置
又
は
こ
れ

に
関
す
る
計
画
若
し
く
は
研
究
に
関
す
る
計
画
若
し
く
は
研
究

ハ
ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力
ハ
ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
カ

ニ
特
定
有
害
活
動
の
防
止
の
用
に
供
す
る
暗
号
二
特
定
有
害
活
動
の
防
止
の
用
に
供
す
る
暗
号

四
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
に
関
す
る
事
項
四
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
に
関
す
る
事
項

イ
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
（
以
下
こ
の
号
に
イ
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
措
置
又
は
こ
れ
に
関
お
い
て
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
措
置
又
は
こ
れ
に
関

す
る
計
画
若
し
く
は
研
究
す
る
計
画
若
し
く
は
研
究

ロ
特
定
有
害
活
動
の
防
止
に
関
し
収
集
し

ロ
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
に
関
し
収
集
し
た

ニニノ､

ポ
る
重
要
鐙
情
報
又
ば
外

詣
甲
イ
る
重
壼
云
甑
陸
幅
釦
審
く
ぼ

ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
の
用
に
供
す
る
暗
号

外
国
の
政
府
鋼
馴
ｕ
Ｊ
則
国
際
機
関
か
ら
の
情
報
一
の
情
報
召
の
他
の
重
要
な
情
報

国
の
政
府
砦
‘
し
”
、
は
国
際
機
関
か
ら
の
情
報

た
国
民
小
生
命
及
び
身
体
心
保
護
に

塵
民
の
生
命
及
び
身
体
鋤
保
護
に
関

ロ
特
定
有
害
活
動
の
防
止
に
関
し
収
集
し
た
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
か
ら

ロ
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
に
関
し
収
集
し
た
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
か
ら
の

情
報
そ
の
他
の
重
要
な
情
報

ハ
ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力

ニ
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
の
用
に
供
す
る
暗
号
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